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１．要 旨 

  食料品等の物価高騰による市民の負担増を踏まえ、国の重点支援地方交付金を活用して 

東大和市食料品等物価高騰対応給付金事業を実施する。このことについて、必要な事項を 

定めるものである。 

（１）支給対象者 

  令和８年１月１日時点で、市の住民基本台帳に記載されている世帯の世帯主 

（２）支給内容及び支給額 

  下記①又は②いずれかを世帯単位で選択の上、支給する。 

  ①一人あたり7,000円相当の電子ギフト 
※スマホ決済できる各種電子ポイント等に交換。交換率は商品によって異なる。 

②一人あたりおこめ券を１４枚（6,160円分） 

（３）施行日 

  決裁日から施行する。 

（４）影響及び効果 

  全市民に世帯単位で支給することにより、市民の消費生活を支援することができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年１１月２８日  国の令和７年度補正予算について閣議決定 

令和７年１１月２９日～ 事業内容の検討開始 

令和７年１２月１６日  国の補正予算が成立 

令和７年１２月２４日  １２月補正予算（第６号補正）が可決 

            （一部令和８年度に繰越） 

 ３．留意事項（問題点等） 

  当事業は、年度をまたいで実施する事業であり、給付内容の電子ギフトの受け取り及び 

おこめ券の利用は令和８年９月３０日まで有効であることから、本実施要綱は令和８年 

９月３０日で廃止する。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに制定事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

  了承 

  


